
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
三
十
九
号

防
衛
大
学
校
、
防
衛
医
科
大
学
校
、
防
衛
研
究
所
及
び
防
衛
監
察
本
部
組
織
規
則

防
衛
庁
設
置
法
第
三
十
二
条
第
三
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
防
衛
庁
附
属
機
関
組
織
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
防
衛
大
学
校
（
第
一
条―

第
十
六
条
の
五
）

第
二
章
　
防
衛
医
科
大
学
校
（
第
十
六
条
の
六―

第
十
六
条
の
三
十
三
）

第
三
章
　
防
衛
研
究
所
（
第
十
七
条―

第
二
十
三
条
）

第
四
章
　
防
衛
監
察
本
部
（
第
二
十
四
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
二
十
五
条
）

附
則

第
一
章
　
防
衛
大
学
校

（
位
置
）

第
一
条
　
防
衛
大
学
校
は
、
神
奈
川
県
に
置
く
。

（
学
校
長
）

第
一
条
の
二
　
防
衛
大
学
校
の
長
は
、
防
衛
大
学
校
長
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
学
校
長
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
　
学
校
長
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
学
校
長
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
校
務
を
掌
理
す
る
。

（
副
校
長
）

第
二
条
　
防
衛
大
学
校
に
、
副
校
長
三
人
を
置
く
。

２
　
副
校
長
三
人
の
う
ち
、
一
人
は
事
務
官
を
も
つ
て
、
一
人
は
教
官
を
も
つ
て
、
一
人
は
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
副
校
長
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
長
を
助
け
、
校
務
を
整
理
す
る
。

４
　
副
校
長
の
う
ち
防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
者
は
、
学
校
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
学
校
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
臨
時
に
学
校
長
の
職
務
を
行
う
。

（
防
衛
大
学
校
の
分
科
）

第
二
条
の
二
　
防
衛
大
学
校
に
、
本
科
、
理
工
学
研
究
科
及
び
総
合
安
全
保
障
研
究
科
を
置
く
。

２
　
理
工
学
研
究
科
及
び
総
合
安
全
保
障
研
究
科
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
前
期
課
程
及
び
後
期
課
程
を
置
く
。

３
　
本
科
に
お
い
て
は
、
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
教
育
訓
練
を
行
う
。

４
　
理
工
学
研
究
科
に
お
い
て
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
教
育
訓
練
の
う
ち
理
学
及
び
工
学
に
係
る
も
の
を
行
う
。

５
　
総
合
安
全
保
障
研
究
科
に
お
い
て
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
教
育
訓
練
の
う
ち
社
会
科
学
に
係
る
も
の
を
行
う
。

（
部
）

第
三
条
　
防
衛
大
学
校
に
、
次
の
三
部
を
置
く
。

総
務
部

教
務
部

訓
練
部

（
総
務
部
の
分
課
）

第
四
条
　
総
務
部
に
、
次
の
五
課
を
置
く
。

総
務
課

厚
生
課

会
計
課

管
理
施
設
課

衛
生
課

（
総
務
課
）

第
五
条
　
総
務
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
防
衛
大
学
校
の
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
、
本
科
の
学
生
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
本
科
学
生
」
と
い
う
。
）
並
び
に
理
工
学
研
究
科
及
び
総
合
安
全
保
障
研
究
科
の
学
生
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
研
究
科
学
生
」
と
い
う
。
）
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。
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六
　
職
員
の
服
務
及
び
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
職
員
、
本
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
儀
式
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
車
両
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
評
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
衛
大
学
校
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
厚
生
課
）

第
五
条
の
二
　
厚
生
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
職
員
、
本
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
職
員
、
本
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
職
員
の
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
こ
と
。

（
会
計
課
）

第
六
条
　
会
計
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
物
品
の
取
得
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
部
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

（
管
理
施
設
課
）

第
七
条
　
管
理
施
設
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
給
養
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
被
服
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
役
務
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
行
政
財
産
の
取
得
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
訓
練
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
建
築
工
事
及
び
土
木
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

（
衛
生
課
）

第
八
条
　
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
職
員
、
本
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
保
健
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
職
員
、
本
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
医
療
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
衛
生
設
備
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

（
教
務
部
の
分
課
）

第
九
条
　
教
務
部
に
、
次
の
二
課
を
置
く
。

教
務
課

入
学
試
験
課

（
教
務
課
）

第
十
条
　
教
務
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
教
育
計
画
の
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
授
業
時
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
本
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
試
験
及
び
成
績
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
教
務
の
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
教
育
及
び
研
究
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
教
育
及
び
研
究
に
関
す
る
国
際
交
流
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
学
群
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
入
学
試
験
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

八
　
教
授
会
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
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（
入
学
試
験
課
）

第
十
条
の
二
　
入
学
試
験
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
入
学
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
学
群
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
訓
練
部
の
分
課
）

第
十
一
条
　
訓
練
部
に
、
次
の
二
課
を
置
く
。

訓
練
課

学
生
課

（
訓
練
課
）

第
十
二
条
　
訓
練
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
訓
練
計
画
の
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
訓
練
に
必
要
な
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
防
衛
大
学
校
に
勤
務
す
る
自
衛
官
の
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
訓
練
に
必
要
な
資
材
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
武
器
、
舟
艇
及
び
航
空
機
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
学
生
課
）

第
十
三
条
　
学
生
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
本
科
学
生
の
補
導
計
画
の
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
本
科
学
生
の
補
導
に
必
要
な
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
科
学
生
に
関
す
る
こ
と
（
教
育
及
び
訓
練
並
び
に
他
の
部
課
の
所
掌
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
先
端
学
術
推
進
機
構
）

第
十
三
条
の
二
　
防
衛
大
学
校
に
、
先
端
学
術
推
進
機
構
を
置
く
。

２
　
先
端
学
術
推
進
機
構
に
お
い
て
は
、
教
育
及
び
研
究
に
関
す
る
中
長
期
的
な
計
画
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
総
合
情
報
図
書
館
）

第
十
四
条
　
防
衛
大
学
校
に
、
図
書
館
の
事
務
（
図
書
そ
の
他
の
図
書
館
資
料
に
関
す
る
事
務
を
い
う
。
第
三
項
、
第
十
六
条
の
二
十
五
第
三
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
ほ
か
、
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
教
育
訓
練
に
資
す
る
研
究
を
行
う
た
め
、
総
合
情
報
図
書
館
を
置
く
。

２
　
総
合
情
報
図
書
館
に
、
総
合
情
報
図
書
館
事
務
室
を
置
く
。

３
　
総
合
情
報
図
書
館
事
務
室
に
お
い
て
は
、
図
書
館
の
事
務
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
部
長
及
び
課
長
）

第
十
五
条
　
部
に
部
長
、
課
に
課
長
を
置
く
。

２
　
部
長
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
部
務
を
掌
理
す
る
。

３
　
課
長
は
、
部
長
の
命
を
受
け
、
課
務
を
掌
理
す
る
。

（
先
端
学
術
推
進
機
構
長
）

第
十
五
条
の
二
　
先
端
学
術
推
進
機
構
に
、
機
構
長
を
置
く
。

２
　
機
構
長
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
機
構
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
館
長
及
び
事
務
長
）

第
十
五
条
の
三
　
総
合
情
報
図
書
館
に
館
長
を
、
総
合
情
報
図
書
館
事
務
室
に
事
務
長
を
置
く
。

２
　
館
長
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
館
務
を
掌
理
す
る
。

３
　
事
務
長
は
、
館
長
の
命
を
受
け
、
室
務
を
掌
理
す
る
。

（
総
括
首
席
指
導
教
官
、
首
席
指
導
教
官
及
び
指
導
教
官
）

第
十
五
条
の
四
　
訓
練
部
に
、
総
括
首
席
指
導
教
官
一
人
、
首
席
指
導
教
官
四
人
及
び
指
導
教
官
を
置
く
。

２
　
総
括
首
席
指
導
教
官
、
首
席
指
導
教
官
及
び
指
導
教
官
は
、
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
総
括
首
席
指
導
教
官
は
、
訓
練
部
長
の
命
を
受
け
、
首
席
指
導
教
官
の
業
務
を
総
括
す
る
。

４
　
首
席
指
導
教
官
は
、
総
括
首
席
指
導
教
官
の
命
を
受
け
、
指
導
教
官
の
業
務
を
総
括
す
る
。

５
　
指
導
教
官
は
、
首
席
指
導
教
官
の
命
を
受
け
、
本
科
学
生
の
訓
練
、
補
導
及
び
生
活
指
導
に
従
事
す
る
。
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（
教
授
等
）

第
十
六
条
　
防
衛
大
学
校
に
、
教
授
、
准
教
授
、
講
師
及
び
助
教
を
置
く
。

２
　
教
授
、
准
教
授
、
講
師
及
び
助
教
は
、
本
科
、
理
工
学
研
究
科
又
は
総
合
安
全
保
障
研
究
科
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
教
授
、
准
教
授
、
講
師
及
び
助
教
は
、
教
官
又
は
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

４
　
教
授
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
特
に
優
れ
た
知
識
、
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
本
科
学
生
又
は
研
究
科
学
生
を
教
育
し
、
研
究
に
従
事
す
る
。

５
　
准
教
授
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
優
れ
た
知
識
、
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
本
科
学
生
又
は
研
究
科
学
生
を
教
育
し
、
研
究
に
従
事
す
る
。

６
　
講
師
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
教
授
又
は
准
教
授
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
。

７
　
助
教
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
本
科
学
生
又
は
研
究
科
学
生
を
教
育
し
、
研
究
に
従
事
す
る
。

（
学
群
及
び
学
群
長
）

第
十
六
条
の
二
　
防
衛
大
学
校
に
、
次
の
六
学
群
を
置
く
。

総
合
教
育
学
群

人
文
社
会
科
学
群

応
用
科
学
群

電
気
情
報
学
群

シ
ス
テ
ム
工
学
群

防
衛
学
教
育
学
群

２
　
学
校
長
は
、
教
授
、
准
教
授
、
講
師
及
び
助
教
を
前
項
の
学
群
の
い
ず
れ
か
に
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
学
群
に
学
群
長
を
置
く
。

４
　
学
群
長
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
群
務
を
掌
理
す
る
。

（
評
議
会
）

第
十
六
条
の
三
　
防
衛
大
学
校
に
、
評
議
会
を
置
く
。

２
　
評
議
会
は
、
防
衛
大
学
校
の
職
員
の
う
ち
か
ら
防
衛
大
臣
が
定
め
る
評
議
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

３
　
評
議
会
は
、
学
校
長
の
諮
問
に
応
じ
、
校
務
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
。

（
教
授
会
）

第
十
六
条
の
四
　
防
衛
大
学
校
に
、
教
授
会
を
置
く
。

２
　
教
授
会
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
防
衛
大
学
校
の
職
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

３
　
教
授
会
は
、
学
校
長
の
諮
問
に
応
じ
、
教
育
及
び
研
究
に
関
す
る
専
門
的
事
項
を
審
議
す
る
。

（
名
誉
教
授
）

第
十
六
条
の
五
　
防
衛
大
臣
は
、
防
衛
大
学
校
に
学
校
長
、
副
校
長
、
教
授
、
准
教
授
又
は
講
師
と
し
て
多
年
勤
務
し
た
者
で
あ
つ
て
、
教
育
上
又
は
学
術
上
特
に
功
績
の
あ
つ
た
も
の
に
対
し
、
学
校
長
の
推
薦
に
基
づ
き
、
防
衛
大

学
校
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
防
衛
大
学
校
名
誉
教
授
の
称
号
の
授
与
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

第
二
章
　
防
衛
医
科
大
学
校

（
位
置
）

第
十
六
条
の
六
　
防
衛
医
科
大
学
校
は
、
埼
玉
県
に
置
く
。

（
学
校
長
）

第
十
六
条
の
七
　
防
衛
医
科
大
学
校
の
長
は
、
防
衛
医
科
大
学
校
長
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
学
校
長
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
　
学
校
長
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
学
校
長
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
校
務
を
掌
理
す
る
。

（
副
校
長
）

第
十
六
条
の
八
　
防
衛
医
科
大
学
校
に
、
副
校
長
四
人
を
置
く
。

２
　
副
校
長
四
人
の
う
ち
、
一
人
は
事
務
官
を
も
つ
て
、
二
人
は
教
官
を
も
つ
て
、
一
人
は
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
副
校
長
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
長
を
助
け
、
校
務
を
整
理
す
る
。

４
　
副
校
長
の
う
ち
防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
者
は
、
学
校
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
学
校
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
事
務
局
、
医
学
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
及
び
学
生
部
）

第
十
六
条
の
九
　
防
衛
医
科
大
学
校
に
、
事
務
局
の
ほ
か
、
医
学
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
及
び
学
生
部
を
置
く
。

（
事
務
局
）

第
十
六
条
の
十
　
事
務
局
に
、
次
の
二
部
を
置
く
。
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総
務
部

企
画
部

（
総
務
部
の
分
課
）

第
十
六
条
の
十
一
　
総
務
部
に
、
次
の
三
課
及
び
保
健
管
理
室
を
置
く
。

総
務
課

経
理
課

厚
生
課

（
総
務
課
）

第
十
六
条
の
十
二
　
総
務
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
防
衛
医
科
大
学
校
の
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
防
衛
医
科
大
学
校
内
の
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
職
員
、
防
衛
医
科
大
学
校
医
学
教
育
部
医
学
科
の
学
生
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
医
学
科
学
生
」
と
い
う
。
）
、
看
護
学
科
の
学
生
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
看
護
学
科
学
生
」
と
い
う
。
）
及
び
医
学
研
究
科
の
学
生
（
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
「
研
究
科
学
生
」
と
い
う
。
）
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
職
員
の
服
務
及
び
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
職
員
、
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
儀
式
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
評
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
衛
医
科
大
学
校
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
経
理
課
）

第
十
六
条
の
十
三
　
経
理
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
経
費
及
び
収
入
の
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
物
品
の
取
得
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
管
理
施
設
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
厚
生
課
）

第
十
六
条
の
十
四
　
厚
生
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
職
員
、
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
、
研
究
科
学
生
及
び
防
衛
医
科
大
学
校
に
お
い
て
臨
床
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
医
師
で
あ
る
自
衛
官
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
研
修
医
官
」
と
い
う
。
）
の
福
利
厚
生
に
関

す
る
こ
と
。

二
　
職
員
、
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
、
研
究
科
学
生
及
び
研
修
医
官
の
保
健
衛
生
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
管
理
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
職
員
、
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
、
研
究
科
学
生
及
び
研
修
医
官
の
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
の
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
こ
と
。

（
保
健
管
理
室
）

第
十
六
条
の
十
五
　
保
健
管
理
室
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
職
員
、
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
、
研
究
科
学
生
及
び
研
修
医
官
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
職
員
、
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
、
研
究
科
学
生
及
び
研
修
医
官
の
医
療
に
関
す
る
こ
と
。

（
企
画
部
の
分
課
）

第
十
六
条
の
十
六
　
企
画
部
に
、
次
の
四
課
を
置
く
。

主
計
課

企
画
課

管
理
施
設
課

情
報
シ
ス
テ
ム
課

（
主
計
課
）

第
十
六
条
の
十
七
　
主
計
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
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（
企
画
課
）

第
十
六
条
の
十
八
　
企
画
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
防
衛
医
科
大
学
校
の
所
掌
事
務
に
係
る
総
合
的
な
事
業
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
業
務
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
学
事
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
国
際
交
流
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
防
衛
医
科
大
学
校
病
院
の
運
営
改
善
に
関
す
る
事
務
に
必
要
な
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
防
衛
医
科
大
学
校
の
所
掌
事
務
に
係
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
自
衛
隊
の
部
隊
及
び
機
関
、
地
方
公
共
団
体
等
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

（
管
理
施
設
課
）

第
十
六
条
の
十
九
　
管
理
施
設
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
給
養
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
防
衛
医
科
大
学
校
病
院
の
患
者
の
給
食
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
被
服
及
び
車
両
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
役
務
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
行
政
財
産
の
取
得
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
建
築
工
事
及
び
土
木
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）

第
十
六
条
の
二
十
　
情
報
シ
ス
テ
ム
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
防
衛
医
科
大
学
校
の
所
掌
事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
そ
の
実
施
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
医
学
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
に
置
く
部
）

第
十
六
条
の
二
十
一
　
医
学
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
に
、
事
務
部
を
置
く
。

（
事
務
部
）

第
十
六
条
の
二
十
二
　
事
務
部
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
教
育
計
画
の
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
授
業
時
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
試
験
及
び
成
績
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
教
務
の
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
の
教
育
及
び
研
究
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
入
学
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
教
育
訓
練
を
受
け
る
看
護
学
科
学
生
の
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
研
究
科
学
生
の
研
究
論
文
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
教
授
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
学
生
部
の
分
課
）

第
十
六
条
の
二
十
三
　
学
生
部
に
、
学
生
課
を
置
く
。

（
学
生
課
）

第
十
六
条
の
二
十
四
　
学
生
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
医
学
科
学
生
及
び
看
護
学
科
学
生
の
補
導
計
画
の
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
医
学
科
学
生
及
び
看
護
学
科
学
生
の
補
導
に
必
要
な
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
訓
練
計
画
の
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
訓
練
に
必
要
な
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
訓
練
に
必
要
な
資
材
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
学
科
学
生
及
び
看
護
学
科
学
生
に
関
す
る
こ
と
（
事
務
局
及
び
医
学
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
事
務
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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（
図
書
館
）

第
十
六
条
の
二
十
五
　
防
衛
医
科
大
学
校
に
、
図
書
館
を
置
く
。

２
　
図
書
館
に
、
図
書
館
事
務
室
を
置
く
。

３
　
図
書
館
事
務
室
に
お
い
て
は
、
図
書
館
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
事
務
局
長
、
部
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
課
長
、
室
長
及
び
事
務
長
）

第
十
六
条
の
二
十
六
　
事
務
局
に
事
務
局
長
を
、
部
に
部
長
を
、
セ
ン
タ
ー
に
セ
ン
タ
ー
長
を
、
課
に
課
長
を
、
室
に
室
長
を
、
医
学
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
事
務
部
に
事
務
長
を
置
く
。

２
　
事
務
局
長
は
事
務
官
を
も
つ
て
、
医
学
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
長
は
教
官
を
も
つ
て
、
学
生
部
長
は
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
事
務
局
長
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
事
務
局
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

４
　
部
長
は
、
学
校
長
（
事
務
局
に
置
か
れ
る
部
の
部
長
に
あ
つ
て
は
事
務
局
長
）
の
命
を
受
け
、
部
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
セ
ン
タ
ー
長
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

６
　
課
長
又
は
室
長
は
、
部
長
の
命
を
受
け
、
課
務
又
は
室
務
を
掌
理
す
る
。

７
　
事
務
長
は
、
セ
ン
タ
ー
長
の
命
を
受
け
、
事
務
部
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
館
長
及
び
事
務
長
）

第
十
六
条
の
二
十
七
　
図
書
館
に
館
長
を
、
図
書
館
事
務
室
に
事
務
長
を
置
く
。

２
　
館
長
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
館
務
を
掌
理
す
る
。

３
　
事
務
長
は
、
館
長
の
命
を
受
け
、
室
務
を
掌
理
す
る
。

（
主
任
会
計
監
査
官
）

第
十
六
条
の
二
十
八
　
総
務
部
に
、
主
任
会
計
監
査
官
を
置
く
。

２
　
主
任
会
計
監
査
官
は
、
総
務
部
長
の
命
を
受
け
、
会
計
の
監
査
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
主
任
訓
練
教
官
及
び
訓
練
教
官
）

第
十
六
条
の
二
十
九
　
学
生
部
に
、
主
任
訓
練
教
官
及
び
訓
練
教
官
を
置
く
。

２
　
主
任
訓
練
教
官
及
び
訓
練
教
官
は
、
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
主
任
訓
練
教
官
は
、
学
生
部
長
の
命
を
受
け
、
訓
練
教
官
の
業
務
を
統
括
す
る
。

４
　
訓
練
教
官
は
、
主
任
訓
練
教
官
の
命
を
受
け
、
医
学
科
学
生
及
び
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
看
護
学
科
学
生
の
訓
練
に
従
事
す
る
。

（
教
授
等
）

第
十
六
条
の
三
十
　
教
授
、
准
教
授
、
講
師
及
び
助
教
は
、
教
官
又
は
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

２
　
教
授
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
特
に
優
れ
た
知
識
、
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
を
教
育
し
、
研
究
に

従
事
す
る
。

３
　
准
教
授
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
優
れ
た
知
識
、
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
を
教
育
し
、
研
究
に
従

事
す
る
。

４
　
講
師
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
教
授
又
は
准
教
授
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
。

５
　
助
教
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
医
学
科
学
生
、
看
護
学
科
学
生
及
び
研
究
科
学
生
を
教
育
し
、
研
究
に
従
事
す
る
。

（
評
議
会
）

第
十
六
条
の
三
十
一
　
防
衛
医
科
大
学
校
に
、
評
議
会
を
置
く
。

２
　
評
議
会
は
、
防
衛
医
科
大
学
校
の
職
員
の
う
ち
か
ら
防
衛
大
臣
が
定
め
る
評
議
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

３
　
評
議
会
は
、
学
校
長
の
諮
問
に
応
じ
、
校
務
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
。

（
教
授
会
）

第
十
六
条
の
三
十
二
　
防
衛
医
科
大
学
校
に
、
教
授
会
を
置
く
。

２
　
教
授
会
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
防
衛
医
科
大
学
校
の
職
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

３
　
教
授
会
は
、
学
校
長
の
諮
問
に
応
じ
、
教
育
、
研
究
及
び
診
療
に
関
す
る
専
門
的
事
項
を
審
議
す
る
。

（
名
誉
教
授
）

第
十
六
条
の
三
十
三
　
防
衛
大
臣
は
、
防
衛
医
科
大
学
校
に
学
校
長
、
副
校
長
、
教
授
、
准
教
授
又
は
講
師
と
し
て
多
年
勤
務
し
た
者
で
あ
つ
て
、
教
育
上
又
は
学
術
上
特
に
功
績
の
あ
つ
た
も
の
に
対
し
、
学
校
長
の
推
薦
に
基
づ
き
、

防
衛
医
科
大
学
校
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
防
衛
医
科
大
学
校
名
誉
教
授
の
称
号
の
授
与
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

（
編
制
等
）

第
十
六
条
の
三
十
四
　
防
衛
医
科
大
学
校
の
医
学
教
育
部
そ
の
他
の
編
制
等
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
防
衛
省
令
で
定
め
る
。
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第
三
章
　
防
衛
研
究
所

（
位
置
）

第
十
七
条
　
防
衛
研
究
所
は
、
東
京
都
に
置
く
。

（
所
長
）

第
十
七
条
の
二
　
防
衛
研
究
所
の
長
は
、
防
衛
研
究
所
長
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
所
長
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
　
所
長
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
所
長
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
所
務
を
掌
理
す
る
。

（
副
所
長
）

第
十
八
条
　
防
衛
研
究
所
に
、
副
所
長
一
人
を
置
く
。

２
　
副
所
長
は
、
所
長
を
助
け
、
所
務
を
整
理
す
る
。

３
　
副
所
長
は
、
所
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
所
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
臨
時
に
所
長
の
職
務
を
行
う
。

（
研
究
幹
事
）

第
十
八
条
の
二
　
防
衛
研
究
所
に
、
研
究
幹
事
一
人
を
置
く
。

２
　
研
究
幹
事
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
研
究
幹
事
は
、
自
衛
隊
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
調
査
研
究
及
び
幹
部
自
衛
官
そ
の
他
の
幹
部
職
員
の
研
修
に
つ
い
て
所
長
を
助
け
、
事
務
を
整
理
す
る
。

（
内
部
組
織
）

第
十
九
条
　
防
衛
研
究
所
に
、
次
の
五
部
及
び
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
並
び
に
特
別
研
究
官
二
人
を
置
く
。

企
画
部

政
策
研
究
部

理
論
研
究
部

地
域
研
究
部

教
育
部

（
企
画
部
の
分
課
）

第
二
十
条
　
企
画
部
に
、
次
の
二
課
を
置
く
。

総
務
課

企
画
調
整
課

（
総
務
課
）

第
二
十
条
の
二
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
防
衛
研
究
所
の
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
及
び
研
修
員
（
防
衛
研
究
所
に
お
い
て
研
修
を
受
け
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
及
び
研
修
員
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
職
員
及
び
研
修
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
行
政
財
産
及
び
物
品
の
取
得
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
衛
研
究
所
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
企
画
調
整
課
）

第
二
十
条
の
三
　
企
画
調
整
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
調
査
研
究
及
び
研
修
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
調
査
研
究
の
成
果
の
管
理
等
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
調
査
研
究
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報
の
収
集
及
び
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
政
策
研
究
部
）

第
二
十
条
の
四
　
政
策
研
究
部
は
、
自
衛
隊
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
調
査
研
究
の
う
ち
、
我
が
国
及
び
諸
外
国
の
防
衛
政
策
、
防
衛
力
の
整
備
及
び
部
隊
の
運
用
並
び
に
国
際
的
な
安
全
保
障
課
題
に
係
る
も
の
（
理
論

研
究
部
、
地
域
研
究
部
及
び
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
。

（
政
策
研
究
部
の
研
究
室
）

第
二
十
条
の
五
　
政
策
研
究
部
に
、
次
の
四
研
究
室
を
置
く
。
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防
衛
政
策
研
究
室

軍
事
戦
略
研
究
室

グ
ロ
ー
バ
ル
安
全
保
障
研
究
室

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
研
究
室

（
理
論
研
究
部
）

第
二
十
条
の
六
　
理
論
研
究
部
は
、
自
衛
隊
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
調
査
研
究
の
う
ち
、
政
治
、
経
済
及
び
社
会
に
関
す
る
制
度
に
係
る
も
の
を
行
う
。

（
理
論
研
究
部
の
研
究
室
）

第
二
十
条
の
七
　
理
論
研
究
部
に
、
次
の
二
研
究
室
を
置
く
。

政
治
・
法
制
研
究
室

社
会
・
経
済
研
究
室

（
地
域
研
究
部
）

第
二
十
条
の
八
　
地
域
研
究
部
は
、
自
衛
隊
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
調
査
研
究
の
う
ち
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
国
際
関
係
及
び
安
全
保
障
課
題
に
係
る
も
の
を
行
う
。

（
地
域
研
究
部
の
研
究
室
）

第
二
十
条
の
九
　
地
域
研
究
部
に
、
次
の
三
研
究
室
を
置
く
。

中
国
研
究
室

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
研
究
室

米
欧
ロ
シ
ア
研
究
室

（
教
育
部
）

第
二
十
条
の
十
　
教
育
部
は
、
幹
部
自
衛
官
そ
の
他
の
幹
部
職
員
の
研
修
を
行
う
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
教
務
課
）

第
二
十
条
の
十
一
　
教
育
部
に
、
教
務
課
を
置
く
。

第
二
十
条
の
十
二
　
教
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
研
修
の
実
施
計
画
の
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
研
修
の
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
研
修
の
資
料
の
収
集
及
び
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
教
材
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

（
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
条
の
十
三
　
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
戦
史
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

二
　
戦
史
の
編
さ
ん
を
行
う
こ
と
。

三
　
戦
史
史
料
の
保
存
及
び
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

（
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
室
）

第
二
十
条
の
十
四
　
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
に
、
次
の
三
研
究
室
を
置
く
。

戦
史
研
究
室

安
全
保
障
政
策
史
研
究
室

国
際
紛
争
史
研
究
室

（
特
別
研
究
官
）

第
二
十
一
条
　
特
別
研
究
官
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

２
　
特
別
研
究
官
は
、
所
長
の
命
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
　
自
衛
隊
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
調
査
研
究
に
係
る
国
際
的
な
交
流
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
図
書
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
自
衛
隊
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
政
策
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
こ
と
。

（
部
長
、
課
長
、
研
究
室
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長
）

第
二
十
二
条
　
部
に
部
長
を
、
課
に
課
長
を
、
研
究
室
に
研
究
室
長
を
、
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
に
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

２
　
部
長
（
企
画
部
長
を
除
く
。
）
、
セ
ン
タ
ー
長
及
び
研
究
室
長
は
、
教
官
又
は
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
部
長
は
、
所
長
の
命
を
受
け
、
部
務
を
掌
理
す
る
。
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４
　
セ
ン
タ
ー
長
は
、
所
長
の
命
を
受
け
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
課
長
は
、
企
画
部
長
又
は
教
育
部
長
の
命
を
受
け
、
課
務
を
掌
理
す
る
。

６
　
研
究
室
長
は
、
部
長
（
企
画
部
長
及
び
教
育
部
長
を
除
く
。
）
又
は
セ
ン
タ
ー
長
の
命
を
受
け
、
研
究
室
の
室
務
を
掌
理
す
る
。

（
所
員
及
び
助
手
）

第
二
十
三
条
　
防
衛
研
究
所
に
、
所
員
及
び
助
手
を
置
く
。

２
　
所
員
及
び
助
手
は
、
政
策
研
究
部
、
理
論
研
究
部
、
地
域
研
究
部
、
教
育
部
若
し
く
は
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
又
は
特
別
研
究
官
の
下
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
所
員
及
び
助
手
は
、
教
官
又
は
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

４
　
所
員
は
、
命
を
受
け
、
調
査
研
究
、
戦
史
の
編
さ
ん
又
は
研
修
員
に
対
す
る
教
育
に
従
事
す
る
。

５
　
助
手
は
、
命
を
受
け
、
所
員
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
。

第
四
章
　
防
衛
監
察
本
部

（
位
置
）

第
二
十
四
条
　
防
衛
監
察
本
部
は
、
東
京
都
に
置
く
。

第
五
章
　
雑
則

（
雑
則
）

第
二
十
五
条
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
防
衛
大
学
校
、
防
衛
医
科
大
学
校
及
び
防
衛
研
究
所
の
組
織
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
府
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
九
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
調
達
実
施
本
部
支
部
に
係
る
部
分
は
昭
和
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
、
技
術
研
究
所
の
臨
海
試
験
場
に
係
る
部
分
は
昭
和
三
十

年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
左
の
府
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
保
安
大
学
校
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）

二
　
保
安
大
学
校
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
二
十
四
号
）

三
　
保
安
庁
附
属
機
関
職
員
定
数
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）

四
　
保
安
庁
技
術
研
究
所
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
六
十
一
号
）

五
　
保
安
研
修
所
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
六
十
二
号
）

３
　
第
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
防
衛
大
学
校
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
与
す
る
場
合
又
は
第
十
六
条
の
三
十
二
の
規
定
に
よ
り
防
衛
医
科
大
学
校
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
与
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
学
校
教
育
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
、
同
法
第
百
十
五
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
、
旧
大
学
令
、
旧
高
等
学
校
令
、
旧
専
門
学
校
令
又
は
旧
教
員
養
成
諸
学
校
官
制
の
規
定
に
よ
る
大
学
、
大
学
予

科
、
高
等
学
校
高
等
科
、
専
門
学
校
及
び
教
員
養
成
諸
学
校
並
び
に
防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
学
校
の
学
長
、
校
長
、
教
授
そ
の
他
防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
職
と
し
て
の
勤
務
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
八
月
一
日
総
理
府
令
第
二
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
五
月
一
六
日
総
理
府
令
第
三
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
七
月
三
一
日
総
理
府
令
第
四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
五
月
二
三
日
総
理
府
令
第
四
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
一
二
月
一
〇
日
総
理
府
令
第
八
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
三
月
二
〇
日
総
理
府
令
第
九
号
）

こ
の
府
令
中
、
技
術
研
究
本
部
下
北
試
験
場
、
札
幌
建
設
部
帯
広
支
部
及
び
厚
木
駐
在
官
事
務
所
に
係
る
部
分
は
公
布
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
部
分
は
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
三
月
二
一
日
総
理
府
令
第
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令
第
一
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
九
月
三
〇
日
総
理
府
令
第
五
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
〇
月
二
六
日
総
理
府
令
第
五
七
号
）
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こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
二
月
二
七
日
総
理
府
令
第
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
一
日
総
理
府
令
第
五
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
二
〇
日
総
理
府
令
第
五
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
九
月
八
日
総
理
府
令
第
三
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
二
月
二
八
日
総
理
府
令
第
四
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
三
月
二
六
日
総
理
府
令
第
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
〇
日
総
理
府
令
第
一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
二
月
二
五
日
総
理
府
令
第
五
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
四
月
二
八
日
総
理
府
令
第
一
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
四
月
一
日
総
理
府
令
第
一
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
二
日
総
理
府
令
第
二
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
三
月
二
三
日
総
理
府
令
第
一
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
四
月
一
二
日
総
理
府
令
第
二
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
一
月
二
七
日
総
理
府
令
第
六
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
一
一
日
総
理
府
令
第
一
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
七
月
一
二
日
総
理
府
令
第
五
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
四
月
二
日
総
理
府
令
第
二
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
一
四
日
総
理
府
令
第
四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
五
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
五
月
一
〇
日
総
理
府
令
第
二
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
四
月
一
八
日
総
理
府
令
第
一
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
五
日
総
理
府
令
第
一
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
四
日
総
理
府
令
第
一
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
四
月
五
日
総
理
府
令
第
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
六
月
三
〇
日
総
理
府
令
第
三
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
二
月
九
日
総
理
府
令
第
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
四
月
三
日
総
理
府
令
第
一
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
四
月
六
日
総
理
府
令
第
一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
三
〇
日
総
理
府
令
第
三
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
六
日
総
理
府
令
第
一
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
二
八
日
総
理
府
令
第
四
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
五
月
二
一
日
総
理
府
令
第
二
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
六
月
二
〇
日
総
理
府
令
第
三
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
七
月
一
日
総
理
府
令
第
四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
二
九
日
総
理
府
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
八
日
総
理
府
令
第
一
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
一
〇
日
総
理
府
令
第
一
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
一
日
総
理
府
令
第
一
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
四
日
総
理
府
令
第
三
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令
第
一
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
二
五
日
総
理
府
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
〇
月
二
四
日
総
理
府
令
第
五
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
九
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
九
日
総
理
府
令
第
一
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
総
理
府
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
　
平
成
一
三
年
内
閣
府
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
令
（
次
項
に
お
い
て
「
本
部
令
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
本
部
令
の
効
力
）
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２
　
こ
の
本
部
令
は
、
そ
の
施
行
の
日
に
、
中
央
省
庁
等
改
革
の
た
め
の
内
閣
府
組
織
関
係
命
令
の
整
備
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令
第
六
号
）
と
な
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
二
五
日
内
閣
府
令
第
六
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
内
閣
府
令
第
三
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
日
内
閣
府
令
第
一
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
内
閣
府
令
第
三
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
内
閣
府
令
第
四
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
七
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
内
閣
府
令
第
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
二
日
防
衛
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
防
衛
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
補
職
に
係
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
助
教
授
及
び
助
手
で
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
同
一
の
勤
務
条
件
を
も
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
当
該
助
教
授
及
び
助
手
が
属

す
る
機
関
の
相
当
の
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
二
〇
日
防
衛
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
防
衛
省
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
五
日
防
衛
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
一
日
防
衛
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
防
衛
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
防
衛
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
六
日
防
衛
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
職
員
給
与
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
〇
日
防
衛
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
防
衛
省
令
第
一
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
防
衛
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
三
〇
日
防
衛
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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